
 令和４年度 館山市内通学路危険個所 及び 対策一覧
備  考 対策案【学校現場】 過去の対策実績
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（実施内容） （実施時期）

1 船形 船形小
船形403番地付近
県道館山富浦線
船形小学校付近丁字路

□「止まれ」・「学童注意」の標示、横断歩道の白
線が消えかかっている。

● ● ● □横断歩道の再塗装
□「止まれ」の再塗装
■「学童注意」の再塗装

● ● □館山警察署（横断歩道）
□館山警察署（止まれ）
■市民協働課（学童注意）

● □横断歩道の再塗装
□「止まれ」の再塗装
■「学童注意」の再塗装

■令和５年３月までを予定
学期始めの３日、毎月20日前後に
学校職員・ＰＴＡによる登校時の
交通安全指導実施

2 船形 船形小
船形297番地97～船形1447番地
船形漁港付近

□「止まれ」・「中央線」・「外側線」等の標示が
消えている。

● ●
★合同点検の実施
■区画線等の再塗装

● ● □館山警察署（中央線）
□館山警察署（止まれ・道路標識）
□南部漁港事務所（外側線）
■市民協働課（中央線・外側線）

●
□中央線等の再塗装
■外側線等の再塗装

■令和４年度から５年度当初を予
定

学期始めの３日、毎月20日前後に
学校職員・ＰＴＡによる登校時の
交通安全指導実施

3 船形 船形小
船形199番地
那古船形駅付近の丁字路

□「通学路」が消えている。

●

■「通学路」の再塗装

●

■市民協働課（通学路）

●

■「通学路」の再塗装 ■令和５年３月までを予定
学期始めの３日、毎月20日前後に
学校職員・ＰＴＡによる登校時の
交通安全指導実施

4 船形 船形小
船形320番地～船形421番地
県道館山富浦線
船形小学校校門付近

□道路の路肩が狭く、スピードを出す車両が多く危
険である。

●
□歩車道の区別（色分け）
□通学路等の道路標識

●
□安房土木事務所（路肩のカラーペイ
ント）

●

□路肩部の着色を検討 □令和５年３月までを予定
学期始めの３日、毎月20日前後に
学校職員・ＰＴＡによる登校時の
交通安全指導実施

5 那古 第一中
那古999番地
第一中学校東側の丁字路

□道路標識などを再塗装指定いただいたが、カーブ
ミラーが小さいため安全確認がしづらい。

●
■カーブミラーのサイズの変更
（大きいものに）

●
■市民協働課（カーブミラーのサイズ
の変更）

●

■カーブミラーのサイズを大きいものに変更 ■令和４年７月実施済 学校での安全指導

6 那古 第一中
那古1100番地1
第一中学校付近の丁字路

□路地から広い道路に出る際に車両との接触の危険
性がある。

● ●

■「破線」の路面標示

●

■市民協働課（破線）

●

■「破線」の路面標示 ■令和５年３月までを予定 学校での安全指導

7 北条 北条小
北条512番地2
北条小東側のバイパスに出る丁
字路

□歩行する児童がバイパスに出ようとする車両の死
角に入る。

● ●
★合同点検の実施
■「学校等あり」の標識の設置
■カーブミラーの設置

●
■市民協働課（警戒標識）
■市民協働課（カーブミラーの設置）

● ●
■警戒標識の設置
■カーブミラーの設置

＜警戒標識＞
■令和４年７月実施済
＜カーブミラー＞
■令和５年３月までを予定

学期の始めに交通指導を行ってい
る。

8 沼 館山小
沼10番地1
館山小南側の道路

□狭い道路で児童を乗降させる車両があり、対向車
が通る際に危険である。

●

□駐停車禁止の標識の設置

●
□教育総務課（学校敷地内に注意喚起
を促す掲示）

●

□学校敷地内に注意喚起を促す掲示 □令和５年３月までを予定 保護者への通知（注意喚起）

9 西岬 西岬小
見物67番地12
西岬公民館前

□横断歩道の白線が消えかかっている。

●

□横断歩道の再塗装

●

□館山警察署（横断歩道）

●

□横断歩道の再塗装 □令和５年３月までを予定
校内作成の安全マップに掲載
地区児童会での注意喚起

10 西岬 西岬小
見物114番地1～見物121番地1
見物橋～喜久屋方面への道路

□外側線が消えかかっている。

●

■外側線の再塗装

●

■市民協働課（外側線の再塗装）

●

■外側線の再塗装 ■令和５年３月までを予定
校内作成の安全マップに掲載
地区児童会での注意喚起

11 西岬 西岬小
見物2番地1～早物2番地1
西岬郵便局前～西岬駐在所

□外側線が消えかかっている。

●

■外側線の再塗装

●

■市民協働課（外側線の再塗装）

●

■外側線の再塗装 ■令和５年度当初を予定
校内作成の安全マップに掲載
地区児童会での注意喚起

12 西岬 西岬小
早物46番地
喜久屋商店付近の三叉路

□カーブミラーに付いている「注意」の文字が腐食
している。

●

■注意喚起の看板の再設置

●
■市民協働課（注意喚起の看板の再設
置）

●

■注意喚起の看板の再設置 ■令和４年７月実施済

校内作成の安全マップに掲載
地区児童会での注意喚起
交通安全協会、保護者による見守
り

13 豊房 豊房小 大戸252番地1
□「横断歩道を知らせるマーク」や「学校アリ注意
のマーク」が消えかかっている。

● ●

■道路標示の再塗装

●
□館山警察署（横断歩道）
■市民協働課（道路標示の再塗装）

●
□横断歩道の再塗装
■道路標示の再塗装

■令和５年３月までを予定 学校での安全指導

14 豊房 豊房小
南条486番地9
豊房小の南にある県道188号線の
丁字路

□横断歩道が消えかかっている。

●

□横断歩道の再塗装

●

□館山警察署（横断歩道）

●

□横断歩道の再塗装 □令和５年３月までを予定 学校での安全指導
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状況 説明№ 地区 要望学校 場  所

進行状況 対策案 【行政側】

要  望  内  容 道路管理者

対策実施 機関

対 策 状 況
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